
 

土地改良事業等補助金交付要綱 
（平成８年４月１日   制定） 

（令和６年３月 29 日 最終改正） 
 
 
（趣旨） 
第１条 知事は、農業生産基盤の整備と農村生活環境基盤の整備を図り、農業の近代化

と農村の振興を期するため、市町村、一部事務組合、土地改良事業団体連合会、農業

協同組合、農地保有合理化法人及び共同施行者、その他知事が適当と認める者（以下

「団体等」という。）が行う土地改良事業等に要する経費に対し、予算の範囲内で補

助金を交付するものとし、その交付については、沖縄県補助金等の交付に関する規則

（昭和４７年沖縄県規則第１０２号）に定めるもののほか、この要綱に定めるところ

による。 
（補助対象事業及び補助率） 
第２条 補助金の交付の対象となる事業の種類、採択基準、及び補助率は、別表１（第

２条関係）のとおりとする。 
（補助金の交付申請及び補助金交付決定前着手） 
第３条 補助金の交付を受けようとする団体等は、補助金交付申請書（第１号様式）を

知事が定める日までに、知事に提出しなければならない。 
２ 補助金の交付を受けようとする団体等は、補助金交付決定前に交付対象事業に着手

する必要がある場合には、その理由を記載した補助金交付決定前着手届（第１号の２

様式）を沖縄県知事に提出しなければならない。ただし、対象事業は、別表１（第２

条関係）に掲げる１の１）、３）、５）、６）、２、３、５、６、９、10、11、12、

13、14、15 及び 17 の事業とする。 
（交付決定の通知） 
第４条 知事は、補助金の交付の決定をしたときは、速やかに補助金交付決定通知書に、

当該事業の目的を達成するために必要な事項及び補助金返還の条件を付して、申請を

した者（以下「補助事業者」という。）に通知しなければならない。 
（事業内容・経費の配分及び補助額増減の変更） 
第５条 補助事業者は、補助事業の内容又は経費の配分の変更（軽微な変更を除く。）

及び補助額増減の変更をしようとするときは、変更承認申請書（第２号様式）を知事

に提出して、事前に承認を受けなければならない。 
２ 前項に規定する軽微な変更は、次の各号に定めるもの以外の変更とする。 
 （１）工種の新設又は廃止 
 （２）工種別の事業量の 30 パ－セントを超える増減 
 （３）施工箇所・工事目的物の構造又は工法の変更 
（完了予定日の変更） 
第６条 補助事業者は、補助金が予定期間内に完了することが困難となったときは、予

定期間延長承認申請書（第３号様式）を知事に提出して、事前に承認を受けなければ

ならない。 
（申請の取り下げ） 
第７条 補助事業者は、補助金の交付申請を取り下げようとするときは、補助金の交付

決定の通知を受けた 30 日を経過した日までに行わなければならない。 
 



（着手報告） 
第８条 補助事業者は、補助金の交付決定の通知を受けた場合は、遅滞なく事業に着手

し、事業の着手後は速やかに着手報告（第４号様式）を知事に提出しなければならな

い。 
２ 天災地変その他特別な特別な理由により事業着手できないときは、速やかにその旨

を書面で知事に報告しなければならない。 
 
（遂行状況報告） 
第９条 補助事業者は、補助事業の遂行について、補助金の交付があった年度の各四半

期（第４四半期は除く。）の末日現在の状況を、当該四半期の最終月の翌月の 10 日ま

でに遂行状況報告書（第５号様式）を知事に提出しなければならない。 
（補助金の概算払請求） 
第 10 条 補助事業者は、補助金の概算払を受けようとするときは、事業補助金等の概算

払請求書（第６号様式）を知事に提出しなければならない。 
（実績報告書） 
第 11 条 補助事業者は、補助事業が完了したとき（廃止の承認があったときを含む。以

下同じ）は、その日から 20 日を経過した日又は当該年度の３月 31 日のいずれか早い

期日までに、実績報告書（第７号様式）を知事に提出しなければならない。 
２ 補助金交付決定のあった年度において完了しなかった補助事業については、翌年度

の４月 15 日までに年度末実績報告書（第８号様式）を知事に提出しなければならない。 
（補助金の精算払請求） 
第 12 条 補助事業者は、補助金の精算払を受けようとするときは、事業補助金等の精算

払請求書（第９号様式）を知事に提出しなければならない。 
（書類等の経由等） 
第 13 条 この要綱により、知事に提出する書類等は、所轄の農林土木事務所又は農林水

産振興センターを経由しなければならない。 
 
 
  附  則 
  １ この要綱は、平成８年４月１日から施行し、平成８年度予算に係る補助金から適用する。 
 
  ２ 事業採択年度又は事業実施年度において離島の指定解除がなされた場合、当該離島に対する

補助金の取り扱いについては、事業完了までの間なお従前の例による。 
 
  ３  下記事業における補助率は別表１の規定にかかわらず、次のとおりとする。 
                     平成１７年度    ９５％ 
                     平成１８年度    ９０％ 
           平成１９年度    ８５％ 
           平成２０年度    ８０％ 
                             記 
          １．諸土地改良事業１）調査設計事業(1)調査設計事業 
             １．諸土地改良事業２）農業農村整備実施計画策定事業(1)農業農村整備事業実施計画策定事業 
          １．諸土地改良事業２）農業農村整備実施計画策定事業(2)農村振興総合整備実施計画策定事業 
 
  ４ 下記事業における補助率は別表１の規定にかかわらず、次のとおりとする。 
                     平成１８年度    ９５％ 



           平成１９年度    ９０％ 
           平成２０年度    ８５％ 
                             記 
          １．諸土地改良事業３）農村総合整備推進事業(２)農業集落排水維持適正化事業 
 
  ５ 下記事業における補助率は別表１の規定にかかわらず、次のとおりとする。 
          むらづくり交付金事業について 
              農村振興総合整備事業からの移行地区 ８５％以内（離島にあっては８８％以内） 
                地域用水環境整備事業からの移行地区 ８２％以内（離島にあっては８５％以内） 
                集落地域備事業からの移行地区    ８５％以内（離島にあっては９０％以内） 
                農業集落排水事業からの移行地区    ８５％以内（離島にあっては９０％以内） 
                田園空間整備事業からの移行地区    ２.５／３以内 
          農地防災事業のうち、ため池等整備事業について 
                平成１８年度以前の採択地区    １００％以内 
  ６ 下記事業における補助率は別表１の規定にかかわらず、次のとおりとする。 
     平成 30 年度以前の採択地区で、農業水利施設保全合理化事業からの移行地区 80％以内 
     平成 30 年度以前の採択地区で、農業基盤整備促進事業からの移行地区 90％以内 
                 記 
         １．農業水路等長寿命化・防災減災事業 
 
  ７ 下記事業における補助率は別表１の規定にかかわらず、次のとおりとする。 
     令和４年度以前の採択地区で、農地耕作条件改善事業からの移行地区 90％以内（離

島にあっては 95％以内）。ただし、土地改良法に基づく事業については 91％以内（離島

にあっては 95.5％以内） 
                 記 
         １．畑作等促進整備事業 
 
  附  則 
  １ この要綱は、平成９年９月２５日から施行し、平成９年度予算に係る補助金から適用する。 
  附  則 
  １ この要綱は、平成１０年７月３１日から施行し、平成１０年度予算に係る補助金から適用す

る。 
  附  則 
  １ この要綱は、平成１２年４月３日から施行し、平成１２年度予算に係る補助金から適用する。 
  附  則 
  １ この要綱は、平成１３年５月１日から施行し、平成１３年度予算に係る補助金から適用する。 
  附  則 
  １ この要綱は、平成１５年６月２５日から施行し、平成１５年度予算に係る補助金から適用す

る。 
  附  則 
  １ この要綱は、平成１５年１１月５日から施行し、平成１５年度予算に係る補助金から適用す

る。 
  附  則 
  １ この要綱は、平成１６年４月８日から施行し、平成１６年度予算に係る補助金から適用する。 
  附  則 
  １ この要綱は、平成１７年６月１５日から施行し、平成１７年度予算に係る補助金から適用す



る。 
  附  則 
  １ この要綱は、平成１８年４月２４日から施行し、平成１８年度予算に係る補助金から適用す

る。 
  附  則 
  １ この要綱は、平成１９年４月３日から施行し、平成１９年度予算に係る補助金から適用する。 
  附  則 
  １ この要綱は、平成１９年１１月２日から施行し、平成１９年度予算に係る補助金から適用す

る。 
  附  則 
  １ この要綱は、平成２０年４月３日から施行し、平成２０年度予算に係る補助金から適用する。 
  附  則 
  １ この要綱は、平成２１年４月１日から施行し、平成２１年度予算に係る補助金から適用する。 
  附  則 
  １ この要綱は、平成２３年４月１日から施行し、平成２３年度予算に係る補助金から適用する。 
  附  則 
  １ この要綱は、平成２５年３月１３日から施行し、平成２４年度一般会計補正予算（第５号）

に係る補助金から適用する。 
  附  則 
  １ この要綱は、平成２５年１１月２０日から施行し、平成２５年度一般会計予算に係る補助金

から適用する。 
  附  則 
  １ この要綱は、平成２６年５月１３日から施行し、平成２６年度一般会計予算に係る補助金か

ら適用する。 
  附  則 
  １ この要綱は、平成２７年４月１０日から施行し、平成２７年度一般会計予算に係る補助金か

ら適用する。 
  附  則 
  １ この要綱は、平成２８年９月２３日から施行し、平成２８年度一般会計予算に係る補助金か

ら適用する。 
  附  則 
  １ この要綱は、平成２８年１２月２２日から施行し、平成２８年度一般会計予算に係る補助金

から適用する。 
  附  則 
  １ この要綱は、平成２９年３月３１日から施行し、平成２９年度一般会計予算に係る補助金か

ら適用する。 
  附  則 
  １ この要綱は、令和元年７月１６日から施行し、令和元年度一般会計予算に係る補助金から適

用する。 
  附  則 
  １ この要綱は、令和２年３月 31 日から施行し、令和２年度年度一般会計予算に係る補助金から

適用する。 
  附  則 
  １ この要綱は、令和２年６月１７日から施行し、令和２年度一般会計予算に係る補助金から適

用する。 
  附  則 



  １ この要綱は、令和３年３月１８日から施行し、令和３年４月１日から適用する。 
  ２ この通知による改正前の要綱に基づき交付決定を受けた事業については、なお従前の例によ

る。 
  ３ この通知の施行の際現にあるこの通知による改正前の様式により使用されている書類は、こ

の通知による改正後の様式によるものとみなす。 
  附  則 

１ この要綱は、令和３年３月３１日から施行し、令和３年度一般会計予算に係る補助金から適

用する。 
２ 事業主体は、下記事業の実施にあたり、次の各号に揚げる書類等を整備しなければならない。

ただし、(5)から(9)までの書類については、工事を請負施行する場合であって当該工事請負契

約書にこれらを整備する旨定められている場合には、事業主体は当該書類を整備することを要

しない。 
(1)現金出納に関する帳簿 
(2)経費の整理に関する帳簿 
(3)負担金又は賦役の徴収を証明する帳簿 
(4)出面を証明する帳簿 
(5)工事用資材等の検収及び受払いを証明する帳簿 
(6)工事日誌 
(7)工事の出来高を証明する帳簿 
(8)工事の施行を示す写真 
(9)その他工事の施行を証明する書類 

記 
１． 土地改良施設突発事故復旧事業 

 附  則 
１ この要綱は、令和３年４月１９日から施行し、令和３年度一般会計予算に係る補助金から適

用する。 
 
 
 附  則 

１ この要綱は、令和３年１０月２９日から施行し、令和３年度一般会計予算に係る補助金から

適用する。 
  附  則 

１ この要綱は、令和４年３月３１日から施行し、令和４年度一般会計予算に係る補助金から適

用する。 
  附  則 

１ この要綱は、令和５年３月３１日から施行し、令和５年度一般会計予算に係る補助金から適

用する。 
２ 第３条第２項における補助金交付前着手については、令和４年４月１日より適用する。 
３ 補助率において、令和４年度以前新規採択については、次のとおりとする。 

地域農業水利施設ストックマネジメント事業のうち、（２）対策工事、（３）緊急工事につ

いて 
令和４年度以前の新規地区   88％以内 

農業水路等長寿命化・防災減災事業のうち、（１）長寿命化対策について 
令和４年度以前の新規地区   88％以内       

        農地保全整備事業について 
令和４年度以前の新規地区   90％以内（離島にあっては 95％以内） 



ため池等整備事業について 
令和４年度以前の新規地区   91％以内（離島にあっては 95.5％以内） 

土地改良施設突発事故復旧事業について 
  令和４年度以前の新規地区   81％以内 
水質保全対策事業について 

令和４年度以前の新規地区   87.5％以内（離島にあっては 90％以内） 
農村集落基盤再編・整備事業のうち、１）集落基盤再編事業について 

令和４年度以前の新規地区   82％以内（離島にあっては 85％以内） 
ただし、上記における「ほ場整備」「農用地開発」及び「農用地の改良又は保全」にお

いては、本島にあっては２.０％、離島にあっては１.５％を加算する。 
農村集落基盤再編・整備事業のうち、２）中山間地域総合整備事業について 
   令和４年度以前の新規地区   87.5％以内（離島にあっては 90％以内） 
農業基盤整備促進事業について 

令和４年度以前の新規地区   90％以内（離島にあっては 95％以内） 
ただし、土地改良法に基づく事業については 91％以内（離島にあっては 95.5％以内） 

農地耕作条件改善事業について 
令和４年度以前の新規地区   90％以内（離島にあっては 95％以内） 
ただし、土地改良法に基づく事業については 91％以内（離島にあっては 95.5％以内） 

  附  則 
１ この要綱は、令和５年 10 月 17 日から施行し、令和５年度一般会計予算に係る補助金から適

用する。 
 
  附  則 

 この要綱は、令和６年４月１日から施行し、令和６年度一般会計予算に係る補助金から適用す

る。 
        
 



１　事業、採択基準及び補助率

１）実施計画等策定事業

(１)

① 農業基盤整備促進事業

（土地改良法に基づくものに限る）

② 団体営農地保全整備事業

③ 団体営ため池等整備事業

④ 農業集落排水事業

⑤ 農村集落基盤再編・整備事業

（農業生産基盤整備に限る）

⑥ 農山漁村活性化対策整備事業

（農業生産基盤整備に限る）

⑦ 中山間地域農業農村総合整備事業

（農業生産基盤整備に限る）

⑧ 農村整備事業 ⑧定額

(２) 農村環境計画策定事業 農業農村整備事業の実施が予定されていること

(３) 経営体育成促進換地等調整事業

① 農地整備事業（補助金事業）

➁ 農地整備事業（交付金事業）

③ 農村集落基盤再編・整備事業

(４) 農業集落排水施設最適整備構想 　定額

２）不発弾等事前探査事業

(１) 機能保全計画作成 ① 末端支配面積100ha以上の施設

② 予防的対策が有効と見込まれる施設

(２) 対策工事 ① 地区受益面積10ha以上であること。

②

(３) 緊急工事 ①

①

②

別表１（第２条関係）

事 業 名 区　分 事 業 種 類 採 択 基 準 補 助 率

１．諸土地改良事業

　農業農村整備事業の採択にかかる調
査及び設計に関する事業

　農業振興地域（これと一体的に整備することを相当
とする農業振興地域以外の区域を含む。）の区域であ
ること。

実施計画策定事業 　次に掲げる土地改良事業が行われる予定地域であ
ること。

①～⑥
当該事業費の
75％以内

⑦当該事業費の
87.5％以内

　当該事業費の
75％以内

　次に掲げる県営土地改良事業が行われる予定地域
において、換地計画の樹立を必要とする地区であるこ
と。

　当該事業費の
90％以内

　農村総合整備事業及び農業集落排水事業等により
造成され、既に供用を開始した農業集落排水施設の
最適整備構想を策定すること。
　また、最適整備構想の事業計画書を策定しているこ
と。

　農業集落排水施設等の劣化状況
等を調べる機能診断調査及びその
結果に基づき施設機能を保全する
ために必要な対策方法等を定めた
構想計画の策定

ただし、機能診断
に係る交付額は、
一処200万円、最
適整備構想の策
定に係る交付額
は、一構想当たり
次の式により算出
された額（ 当該額
が800万円を超え
るときにあっては
800万円） をそれ
ぞれ上限とする。
交付限度額＝ 処
理区数× 100万円
＋ 200万円

　不発弾等の埋没の有無を確認するた
めの磁気探査、その他の探査により事
前探査を行う。

　農業農村整備事業の実施地区のうち、不発弾等が
埋没していると予想され、かつ爆発の恐れがある地区
であること。

　当該事業費の
100％以内

３）地域農業水利施設ストックマネ
ジメント事業

当該事業費の70%
以内

当該事業費の86%
以内予防保全対策の場合は、予防保全計画が作成済

であること。

突発的事故によるもので、施設の劣化に起因す
ること。

４）地下ダム管理事業 　 地下ダムにおける農業用水の揚
水に係る経費についての不利性を
解消するための支援を行う。

次の①～②に揚げるすべての要件を満たすものとす
る。

定額(ただしR5ま
で）

　 沖縄県知事により地下ダムの管理を委託され
たものであること。

　地下ダム施設管理計画が作成されていること。



１　事業、採択基準及び補助率

別表１（第２条関係）

事 業 名 区　分 事 業 種 類 採 択 基 準 補 助 率

① 保全対策基本方針が作成されていること。

② 受益面積の合計が50ha以上であること。

③ 総事業費の合計が3,000万円以上であること。

＜下記（１）・（２）共通＞ 　

(１） 長寿命化対策

(２） 防災減災対策

(３） 機能発揮対策 　定額

Ⅰ．調査計画等

Ⅱ．体制整備

Ⅲ．ハザードマップ作成

１）農地保全整備事業 次に掲げる工事内容であること
＜下記（１）・（２）共通＞ ①

②

イ．農道の新設又は改修

ウ．農道の効用を兼ねる水路の新設又は改修

③

④

(１) 農地侵食防止工事 ①

②

５）通作条件整備事業（保全対策
型）

　既設の農道について、点検診断を
行うとともに機能保全対策面からの
更新整備や農道機能強化対策面等
からの整備水準の向上を図る保全
対策のほか、緊急対策を行う。

次の①～③にあげるすべての要件を満たすものとす
る。ただし、点検診断のみを行うものについては、①の
みとする。

　当該事業費の
92.5％以内（離島
にあっては95％以
内）

　農業農村整備事業等農林水産省所管事業により農
道として造成された路線、地方単独事業であるふるさ
と農道緊急整備事業により造成された路線及び、地
域再生法（平成17年法律第24号）に基づき農道として
造成された路線を対象とする。

６）農業水路等長寿命化・防災減災
事業

①長寿命化・防災減災整備計画を作成していること。

上記①の他、次の②～④に掲げるすべての要件を満
たすものとする。

（１）当該事業費の
86%以内

②事業費の合計が200万円以上であること。

③受益農業者数が２者以上であること。

④工事工期が原則３か年以内であること。

（２）当該事業費の
88％以内

上記①の他、次の⑤に掲げる要件を満たすものとす
る。 （Ⅲについては令

和２年度までとす
る）

⑤事業期間が１か年以内であること。

７）資産評価データ整備事業 　 土地改良区が管理する土地改良
施設の資産評価データの整備を行
う。

　土地改良区が管理する土地改良施設（国営・機構営
造成施設を除く。）を対象とする。

定額（ただしR2ま
で）

２．農地防災事業

　急傾斜地帯（土地の平均傾斜度が１５度以上の
地域という。）又は特殊土壌地帯（侵食を受けや
すい性状の土壌地帯をいう。）における農用地の
侵食崩壊を防止するために行う排水施設等の新
設又は改修又は風食若しくは風害若しくは潮害を
受けやすい地域における農用地の被害を防止す
るために行う防風施設の整備（以下「本工事」とい
う。）

　本工事と併せ行うことが技術的に適当と認めら
れる次に掲げる工事（以下「関連工事」という。）

ア．本工事に係る排水施設と連絡する等機能上
密接な関連のある排水施設の新設又は改修

　特殊土壌又はさんご、石れき等の排除を行う工
事（以下「排除工事」という。）

　本工事及び関連工事の受益面積と、受益面積
のおおむね３分の２以上が重複するほ場整備・畑
地かんがいを行う工事（以下「特殊農地保全工
事」という。）

当該事業費の
88％以内（離島に
あっては、93％以
内）
　｛ただし、ほ場整
備については
89.5％以内（離島
にあっては、
91.5％以内）
　畑地かんがいは
91％以内（離島に
あっては95.5％以
内）｝

　本工事及び排除工事にあっては、それぞれの受
益がおおむね１０ヘクタール以上（ただし、離島に
あっては、本工事、関連工事、特殊農地保全整備
工事の受益面積の合計がおおむね１０ヘクタール
以上で、かつ本工事の受益面積がおおむね５ヘ
クタール以上）

　関連工事にあっては、受益面積の制限は設けな
いものとする。
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別表１（第２条関係）

事 業 名 区　分 事 業 種 類 採 択 基 準 補 助 率

(２) 特殊農地保全整備工事 ①

ア．ほ場整備

イ．畑地かんがい

ただし、受益面積の制限は設けないものとする

２）ため池等整備事業

(１) ため池等整備工事 ①

② 災害発生の防止等が必要なため池のしゅんせつ

③

④

⑤ 　総事業費がおおむね８００万円以上のもの

(２) 用排水施設整備工事 ①

②

③ 　総事業費がおおむね８００万円以上のもの

３）土地改良施設突発事故復旧事業 ①

②

③ 機能保全計画等を策定・活用していること。

(１) 耕土流出防止型 ①

②

①

②

③

当該補助事業費
の89％以内（離島
にあっては、
93.5％以内）

「農地侵食防止工事（排除工事を除く。）と併せ行
う場合に限る。」ものであって、技術的・経済的に
妥当と認められるもので、以下に定めるもの

　築造後における自然的・社会的状況の変化等
に対応する場合又は人命、人家、公共施設等に
被害を及ぼす災害の発生するおそれがある場合
に、早急に整備を要する農業用ため池（災害防止
ダムを含む。以下同じ。）の新設若しくは変更又は
新設と併せ行うため池の廃止及びこれらの附帯
施設の整備

洪水等からの安全を確保するために必要な管理
施設の新設又は変更で①と併せ行うもの

　受益面積がおおむね２０ヘクタール以上のも
の。ただし、ため池並びにその附帯施設及び管理
施設に係るものにあっては、おおむね60ヘクター
ル未満のもの

　築造後における自然的・社会的状況の変化等
により早急に整備を要する頭首工、樋門、用排水
機場、水路等の変更又は当該施設に代わる農業
用用排水施設の新設及びこれらの附帯施設の整
備

農用地、農業用施設等の災害を防止するために
行う次に掲げる工事

　風水害等によって土砂崩壊の危険の生じた箇
所において農用地及び農業用施設の災害を防止
するために行う土留石垣、擁壁、土砂だめ堰提、
水路等の新設又は変更

　土地改良施設において突発事故
により機能が低下又は喪失した場合
に行う復旧事業

復旧される土地改良施設の末端支配面積がおお
むね10ha以上のものであること。

当該事業費の89%
以内

当該補助事業費
の86％以内（離島
にあっては、
88.5％以内）

復旧に要する事業費が1箇所当たり200万円以上
となるものであること。

３．水質保全対策事業

　農用地及びその周辺の土地の土
壌の流出を防止し、農村地域の環
境保全に資することを目的として行
う、次に掲げる事業

　対象となる農用地面積が10ヘクタ－ル以上ある
こと。

　農用地又はその後背地からの流
水を排水施設等に導く承水路・排水
施設及び沈砂施設等の整備

　農用地又はその周辺の土地の土
壌の流出を防止するための法面保
護・植生・勾配抑制、土層改良、暗
渠排水等の土砂流出防止対策のた
めの工事

　受食性の高い土壌（国頭マ－ジ、島尻マ－ジ又
はジャ－ガル）に覆われた地帯であること。

　既存の土砂流出防止施設の土砂
補足能力及び維持管理作業の作業
性、安全性等を向上させるための軽
微な変更



１　事業、採択基準及び補助率

別表１（第２条関係）

事 業 名 区　分 事 業 種 類 採 択 基 準 補 助 率

④

１）土砂等流出防止管理事業

２）土地改良事業 (１) 農道事業

(２) 橋梁事業

(３) 暗渠排水事業

(４) ほ場整備事業

(５) かんがい排水事業

(６) 客土事業

(７) 床締事業

(８) 区画整理事業

(９) 農道舗装事業

(10) 畑地かんがい事業

５．農業集落排水事業

(１) 農業集落排水整備

１）集落基盤再編事業 （共通事項）

(１) 農業用用排水施設整備

(２) 農道整備

(３) ほ場整備

(４) 農用地開発

(５) 農地防災 （集落基盤再編事業）

(６) 客土

(７) 暗渠排水

(８) 農用地の改良又は保全

(１) 農業集落道整備

(２) 営農飲雑用水施設整備

(３) 農業集落排水施設整備

(４) 農業集落防災安全施設整備

(５) 用地整備

(６) 活性化施設整備
 (７) 地域農業活動拠点施設整備

(８) 集落環境管理施設整備
 (９) 交流施設基盤整備
 (１０) 情報基盤施設整備
 (１１) 市民農園等整備
 (１２) 生態系保全施設等整備 （中山間地域総合整備事業）

 (１３) 地域資源利活用施設整備

(１４) 施設補強整備

(１５) 施設環境整備

(１６) 歴史的土地改良施設保全整備

(１７) 施設集約整備

(１８) 交換分合

(１９) 集落土地基盤整備

　水質保全に係る営農対策に要する
資材支援、管理体制整備に係る活
動支援、新たな耕土流出防止技術
開発への支援であって、次のア及び
イを満たすもの。

ア　上記の工種①から③までいず
　れかと併せて行うもの

イ　上記の工種①から③までの費用
　の合計の５％以内とする

４．県単独補助土地改良事業

　土地改良事業により造成された沈砂
池、砂防ダム、排水路等に推績した土砂
等を除去する事業

　市町村が行う事業で、総事業費が３００千円以上の
もの

　当該事業費の
50％以内

　左に掲げる事業の(1)から(9)を行うものについては、
受益面積が５ヘクタール以上であるもの。また(10)を
行うものについては、受益面積が２ヘクタール以上で
あるもの

　当該事業費の
50％以内

　農業振興地域（これと一体的に整備することを
相当とする農業振興地域以外の区域を含む。）区
域であること。

　当該事業費の
87.5％以内（離島
にあっては90％以
内）

６．農村集落基盤再編・整備事業

1 農業生産基盤整備事業 1) 当該事業費の
78％以内（離島に
あっては80.5％以
内）
　ただし、上記にお
ける「ほ場整備」
「農用地開発」及
び「農用地の改良
又は保全」におい
ては、本島にあっ
ては84％以内、離
島にあっては
86.5％以内

イ　左記事業種類の2に掲げる事業（事業種類(6)
及び(9)を除く。）のみを実施する事業

　農業振興地域（これと一体的に整備することを
相当とする農業振興地域以外の区域を含む。）を
対象としていること。２）中山間地域総合整

備事業

　集落の周辺の地域における農業生産性の向上
を図るため、農村集落基盤再編・整備事業計画に
基づき、農業生産基盤及び農村生活環境の整
備・再編を実施するもので、以下のいずれかに該
当する事業とする。

2 農村生活環境整備事業

ア　左記事業種類の1に掲げる事業及び2に掲げ
る事業（事業種類(6)及び(9）を除く。）を一体的に
実施する事業

　　ただし、周辺農用地の整備が完了している又
は近い将来、周辺農用地の整備が完了すること
が見込まれる事業計画区域であること。

ウ　ア又はイと併せて、左記事業種類の3による
事業を実施する事業

2) 当該事業費の
82％以内（離島に
あっては84.5％以
内）
　ただし、ほ場整
備、農用地開発、
客土又は農用地
の改良においては
89.5％以内（離島
にあっては、
91.5％以内）

　農業生産条件等が不利な中山間地域におい
て、事業計画に基づき、農業生産基盤及び農村
生活環境等の整備・再編を実施するもの

3 特認事業
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事 業 名 区　分 事 業 種 類 採 択 基 準 補 助 率

(１) 　親水・景観保全施設整備 ①

(２) 　生態系保全施設整備

(３)

②

(４)

③ 総事業費が、５千万円以上であること

(１) 区画整理事業 ①

(２) 水田転換を行う事業

(３) 農業用用排水施設整備事業

(４) 農地保全事業 ②

(５) 農道整備事業

③

(６) 暗きょ排水事業

(７) 高付加価値農業基盤整備事業

④
(８) 附帯事業

(９) 用地整備事業
⑤

(10) 市民農園等整備事業

(11) 生態系保全施設整備事業
⑥

(12) 遊水池整備事業

(13) 土地改良施設の撤去及び跡地整備 ⑦

(14) 交換分合事業
⑧

(15) 特認事業

(１) 農業用用排水施設

①

(２) 暗渠排水

暗渠の新設又は変更

(３) 土層改良

客土、混層耕、除礫、心土破砕及び

土層土壌改良 ②

(４) 区画整理

農用地の区画形質の変更 ③

(５) 農作業道

農作業道・進入路等の新設、変更 ④

(６) 農用地の保全

(７) 調査・調整

権利関係、農家意向、農地集積、

基盤整備等に関する調査・調整

活動

（１） 管理省力化施設整備事業 ① 当該事業費が200万円以上であること。

② 管理省力化施設整備事業計画を策定している

こと。

７．地域用水環境整備統合補助事業

事業計画区域及びその周辺地域の自然的、社会
的、歴史的諸条件やこれら地域に係る他の地域
計画等から、事業を実施することが適当と認めら
れること

　当該事業費の
２．４／３以内（離
島にあっては２．５
／３以内）

　造成された施設の適切な利用と保
全を図るための施設整備 事業により整備した施設の適正な維持管理が行

われると認められること

その他、農村振興局長が特に認め
る事業

８．農地環境整備事業

　過疎地域自立促進特別措置法第２条第１項に
規定する過疎地域または特定農山村地域におけ
る農林業等の活性化のための基盤整備の促進に
関する法律第２条第１項に規定する特定農村村
地域、および前述に準じる地域で沖縄総合事務
局長が特に必要と認める地域であること。

　当該事業費の
87.5％以内（離島
にあっては90％以
内）

農業振興地域（これと一体的に整備することを相
当とする農業振興地域以外の区域を含む）の区
域であること。

　｛ただし、区画整
理においては
89.5％以内（離島
にあっては91.5％
以内）｝

営農を継続し農業生産性の向上を図る見込みの
ある農地に耕作放棄地等が介在する地域である
こと。

事業実施区域の農地面積に対して、事業の受益
地となる生産区域の農地面積の割合が概ね７割
程度は確保できる見通しのあること。

事業を実施する生産区域における左記事業種類
の(1)から(6)までに揚げる事業の受益面積の合計
がおおむね１０ヘクタール以上であること。

事業の実施について、地元関係者の意欲が高い
こと。

事業の規模が適切に計画されており、円滑な実
施が見込まれること。

特認事業については、沖縄総合事務局長が特に
必要と認めるもの

９．農業基盤整備促進事業

次の①～④に揚げるすべての要件を満たすものとす
る。

当該事業費の
86％以内（離島に
あっては91％以
内）ただし、土地改
良法に基づく事業
については86.5％
以内（離島にあっ
ては91.5%以内）

農業用用排水（営農用水を含む。）
施設の新設、廃止又は変更 事業実施区域は、農業振興地域の整備に関する

法律(昭和44年法律第58号）第8条第2項1号の農
用地区域内であること。ただし、農用地区域以外
を事業実施区域とする必要がある場合には、知
事が認める区域とする。

農業基盤整備計画を策定していること。

1地区当たりの事業費の合計が２００万円以上と
なること。

1地区当たりの受益者数が、農業者が２者以上で
あること。

(1)～(5)以外の農用地の改良又は保
全のために必要な事業

１０．農業水利施設保全合理化事業

水管理を合理化・省力化する農業用
用排水施設に附帯する施設の整備

　当該事業費の
80％以内

（採択期間はＨ30
年度まで）



１　事業、採択基準及び補助率

別表１（第２条関係）

事 業 名 区　分 事 業 種 類 採 択 基 準 補 助 率

（１） ハザードマップ作成 （１）及び（２）共通

①

②

（１）のみ
（２） ③

④

⑤

⑥

（２）のみ

④

⑤

(3) （3）のみ

⑥

⑦ １地区当たりの事業費が200万円以上となること。

⑧

⑨

⑩

⑪

（共通）

①

②

③

（１） ①

② 事業主体が必要な補助金交付要綱等を定めてい

ること。

１１．農村地域防災減災事業

定額（R2年度新規
採択まで）　災害が発生した場合において、周

辺住民等へ被害を及ぼす恐れのあ
る農業用施設に係るハザードマップ
の作成及び作成のために必要な調
査、試験及び測量等

今後大規模地震が発生するおそれの高い地域で
あること。

農村地域防災減災推進計画を策定していること。

耐震性点検・耐震化対策整備計画
策定

農業用ダム等の農業用施設等にあっては、被災
した際に下流等に及ぼす被害の面積の合計が
10ha以上であること。　大規模地震発生の恐れのある地

域において、土地改良施設の耐震
性を調査するとともに必要に応じて
耐震化対策整備計画を策定。

農業用ため池にあっては、③または受益面積2ha
以上かつ、防災受益面積7ha以上または農外被
害想定額4,000万円以上。

ハザードマップ作成後は、関係住民等に周知する
ものとする。

ハザードマップ作成にあたっては、ワークショップ
等により関係住民等との意見交換を行うように努
める。

農業用ため池にあっては受益面積2ha以上かつ、
防災受益面積7ha以上または農外被害想定額
4,000万円以上。

土地改良施設においては、周辺地域への影響が
大きい重要な構造物で、耐震化対策整備計画が
策定されており、総事業費が概ね800万円以上ま
たは防災受益面積が概ね30ha以上。

農業水利施設への転落等による被
害の防止を図るための安全施設の
整備

農業水利施設の安全対策実施方針に定めた施
設であり、かつ農業水利施設安全対策推進計画
に位置図付けられた施設であること。

上記⑥⑦の他、次の⑧～⑪に掲げるすべての要
件を満たすものとする。

国営造成施設又は国庫補助事業によって造成さ
れた農業水利施設であること。

過去において、事故が発生した箇所又は都道府
県内で発生した事故と同様の条件下にある農業
水利施設であること。

構造上の問題（深さや傾斜、直壁等）、あるいは
水深等からみて、転落した場合に子供が脱出でき
ないような農業水利施設であること。

通学路、公園、病院、学校等に近接する農業水利
施設であること。

１２．沖縄振興公共投資交付金効
果促進事業

　整備計画の目標を達成するため、農業
農村整備事業及び海岸保全施設整備事
業と一体となってその効果を一層高める
ために必要な事業。

整備計画の目標を達成するために必要な事業で
あること。

事業実施主体の運営に必要な人件費、賃借料そ
の他経常的な経費への充当を目的としない事業
であること。

整備計画の期間、対象となる区域で実施されるも
ので、事業費を対象とする農業農村整備事業ま
たは海岸保全施設整備事業の全体事業費
20/100を目途とする。

農業集落排水事業に係る各戸排水
設備の設置（間接補助）

整備計画の期間内に農業集落排水事業を実施し
ている地域で実施されること。

　当該事業費の
50％以内



１　事業、採択基準及び補助率

別表１（第２条関係）

事 業 名 区　分 事 業 種 類 採 択 基 準 補 助 率

(1) 農業用用排水施設

農業用用排水（営農用水を含む。）

施設の新設、廃止又は変更 ① 事業実施区域は、農業振興地域の整備に関する

(2) 暗渠排水 法律（昭和44年法律第58号）第８条第２項１号の

暗渠の新設又は変更 農用地区域内のうち、農地中間管理事業の推進

(3) 土層改良 関する法律(平成25年法律第101号)第８条第２項

客土、混層耕、除礫、心土破砕及び 第１号に規定する農地中間管理事業を重点的に

土壌改良 実施する区域又は当該区域に指定される見込み

(4) 区画整理 のある区域（以下「重点実施区域等」という。）で

農用地の区画形質の変更 あるものとする。ただし、必要な場合は、当該重

(5) 農作業道等 点実施区域等以外の区域を事業の実施区域と

農作業道・進入路等の新設、変更 することができる。

(6) 農地造成

農用地の造成 ② 農地中間管理機構との連携概要を策定している

(7) 農用地の保全 こと。

(1)～(6)以外の農用地の改良又は

保全のために必要な事業 ③ 地域内農地集積促進計画を作成していること。

(8) 営農環境整備支援

用地造成、営農飲雑用水施設・安全 ④ 農地耕作条件改善計画を作成していること。

施設・農作物被害防止施設の整備、

耕作放棄地解消、発生防止のため
の

⑤ １地区当たりの事業費（ハード事業）の合計が

簡易な整備 ２００万円以上となること。

(9) 管理省力化支援 （ハード事業：事業種類(1)～(8)）

水管理省力化、維持管理労力省力
化(10) 品質向上支援 ⑥ １地区当たりの受益者数が、農業者が２者以上

導入作物に応じた支援、情報化施
行

であること。

の活用
(11) 条件改善促進支援

土地利用調整・農用地の利用集積
の推進等に関する指導、地形図作成、

農用地等集団化、高付加価値農業

施設移転等、農業機械維持補修

１　所得向上計画策定 １　所得向上計画
策定(1) 中山間地域所得向上計画（以下、 策定

・計画策定に係る調査・調整

・施設等整備計画の策定 ① 所得向上計画の区域（以下（「計画区域」という。） ２　基盤整備

・マーケティング調査 は､対象地域における農用地区域（農業振興地域

・農産物の販売戦略の策定 の整備に関する法律（昭和44年法律第58号）第８

２　基盤整備 条第２項第１号に定める農用地区域をいう。以下

(1) 農業用用排水施設 同じ。）内の区域とする。

農業用用排水（営農用水を含む。） ただし、農用地区域及び農用地区域以外の区域

施設の新設、廃止又は変更 との一体的な換地により土地利用の秩序を行い、

(2) 暗渠排水 当該農用地区域以外の区域において公共用地

暗渠の新設又は変更 の創設を行う場合等、農用地区域以外の区域を

(3) 土層改良 事業実施区域とする必要がある場合には、必要 ３　施設整備等

客土、混層耕、除礫、心土破砕及び な限度において、当該区域を計画区域とするこ

土壌改良 とができる。

(4) 区画整理 なお、計画区域内の農用地全体に占める主傾斜

農用地の区画形質の変更 1/100以上の農用地の面積割合が概ね25％以上

(5) 農作業道等 であるものとする。

農作業道・進入路等の新設、変更 ② 計画区域内における事業種類２基盤整備及び事

(6) 農地造成 業種類３施設整備等に関する事業（以下、「整備

農用地の造成 事業」という。）に係る費用の合計が200万円以上

(7) 農用地の保全 となること。

(1)～(6)以外の農用地の改良又は ③ 計画区域内の整備事業又は関連事業に係る

保全のために必要な事業 受益者数が、農業者２者以上であること。ただし、

(8) 営農環境整備支援 地域連携販売力強化施設、農産物等集出荷・処

用地造成、営農飲雑用水施設・安全 理加工施設等の施設整備を行う場合にあって
は、施設・農作業被害防止施設の整備、 受益者数を農業者３者以上とする。

耕作放棄地解消、発生防止のため ２　基盤整備

の簡易な整備

１３．農地耕作条件改善事業

当該事業費の
86％以内（離島に
あっては91％以
内）ただし、土地改
良法に基づく事業
については86.5％
以内（離島にあっ
ては91.5%以内）

次の①～④に掲げるすべての要件を満たすものと

する。

１４．中山間地域所得向上支援事
業

１　所得向上計画策定

市町村（以下、「計画主体」という。）が、所得向上計画

「所得向上計画」という。）の策定 を策定するものとし、次の①～③に掲げるすべての 　定額（１地区当た
り500万円以内）要件を満たすものとする。

　当該事業費の
90%以内。（離島に
あっては95%以内）

　ただし、土地改
良法に基づく事業
については91%以
内。（離島にあって
は、95.5%以内）

　当該事業費の
２/３以内

次の①～④に掲げるすべての要件を満たすものと



１　事業、採択基準及び補助率

別表１（第２条関係）

事 業 名 区　分 事 業 種 類 採 択 基 準 補 助 率

(9) 管理省力化支援

水管理省力化、維持管理労力省 ① 中山間地域所得向上支援対策事業実施要領別

力化 紙２第２に掲げる事業実施主体に合致すること。
(10) 品質向上支援 ② 基盤整備計画を作成していること。

導入作物に応じた支援、情報化 ③ １地区当たりの事業費（事業種類２の（1）～（8））

施工の活用 の合計が200万円以上となること。
(11) 条件改善促進支援 ④ １地区当たりの受益者数が、農業者２者以上で

土地利用調整・農用地の利用集積 あること。

の推進等に関する指導、地形図 ３　施設整備等

作成、農用地等集団化、高付加

価値農業施設移転等、農業機械

維持補修 ① 中山間地域所得向上支援対策事業実施要領別
(12) 指導 紙３－１第３に掲げる事業実施主体に合致する

事業実施に関する技術的な指導・ こと。

助言活動、施工実態の把握、 ② 施設整備対策事業実施計画及び施設整備対策

外部監査等 事前点検シートを作成し、所得向上計画の関連

３　施設整備等 計画として添付すること。

(1) 地域連携販売力強化施設 ③ 中山間地域所得向上支援対策事業実施要領別

地域の農産物等の販売力強化、 紙３－１第４に掲げる実施基準に合致すること。

ブランド化等のために必要な販売 ④ 事業種類１～３の事業の実施に'要する経費を、

促進（販売・貯蔵・食材提供用）施設 計画主体に交付するものとする。

等及びこれらの附帯施設の整備

(2) 農産物等処理加工施設

農産物等の処理・加工・冷蔵・貯蔵・

包装用機械施設等及びこれらの

附帯施設の整備

(3) 農産物等集出荷貯蔵施設

農産物の選別・選果用機械施設、

冷却・冷蔵用機械施設、検査用機械

施設、出荷用機械施設等及び

これらの附帯施設の整備

(4) 高生産性農業用機械施設

農業用機械施設補助の整理合理化

について（昭和57年４月５日付け

57予第401号農林水産事務次官

依命通知）の記に基づき交付の

対象となる低コスト耐候性ハウス

及びこれらの附帯施設の整備

1　農業集落排水施設整備事業 1 　農業振興地域（これと一体的に整備することを １　農業集落排水
施相当とする農業振興地域以外の区域を含む。）区 設整備事業

域であること

1　ＰＣＢ廃棄物の収集運搬 1 　施設管理者が管理する土地改良施設にポリ塩

化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関す

る特別措置法（平成13年法律第65号）第２条第１

項に規定するＰＣＢ廃棄物が存在すること。

２　土地改良施設の塗膜に含まれるＰＣ 2 　施設管理者が管理する土地改良施設で昭和41

Ｂの濃度分析調査等 年から昭和49年までの期間にＰＣＢを含む塗料に

よる塗装が行われたおそれがある土地改良施設

であること。

する。

次の①～④に掲げるすべての要件を満たすものと

する。

１５．農村整備事業

　当該事業費の
87.5%以内（離島に
あっては90%以内）

　当該事業費の
50%以内

１６．土地改良施設PCB廃棄物処
理推進事業



１　事業、採択基準及び補助率

別表１（第２条関係）

事 業 名 区　分 事 業 種 類 採 択 基 準 補 助 率

(1) 農業用用排水施設

(2) 暗渠排水 ① 事業実施区域は、農業振興地域の整備に関する

法律（昭和44年法律第58号）第８条第２項１号に

(3) 土層改良 規定する農用地区域内の区域とする。

(4) 区画整理 ② ソフト事業を実施する場合、ソフト事業の実施区

域は、畑作等促進整備事業実施要領第３第２

(5) 農作業道等 項に規定する区域とする。

（ソフト事業：事業種類(9)②、(9)③、(13)、(14)、

(6) 農地造成 (15)、(17)、(18)、(19)）

(7) 農用地の保全 ③ 畑作等促進整備計画を作成していること。

(8) 営農環境整備支援 ④ １地区当たりの事業費（ハード事業）の合計が

２００万円以上となること。

(9) スマート農業導入支援 （ハード事業：事業種類(1)～(8)、(9)①、(10)、

①ＧＮＳＳ基地局整備 (11)、(12)、(16)）

②先進的省力化技術導入支援

③調査・調整、実施計画策定支援 ⑤ １地区当たりの受益者数が、農業者が２者以上

であること。
(10) 小規模園地整備

①盛土 ⑥ 事業実施後は受益地内の全ての農地で水稲以

②園内道 外の作物を作付けすること。

③その他

(11) 粗放的農地利用整備

(12) 管理省力化支援

(13) 品質向上支援

(14) 条件改善促進支援

(15) 高収益作物導入支援

(16) 高付加価値農業施設支援

(17) 機械作業体系導入支援

(18) 労働生産性向上技術導入支援

(19) 指導

注） 離島：沖縄振興開発特別措置法（昭和４６年法律第１３１号）第２条第２項の規定に基づき指定された離島をいう。

当該事業費の
86％以内（離島に
あっては91％以
内）ただし、土地改
良法に基づく事業
については86.5％
以内（離島にあっ
ては91.5%以内）

次の①～⑥に掲げるすべての要件を満たすものと

する。

１７．畑作等促進整備事業


